
入 札 説 明 書 
 

１ 入札対象工事 

(1) 工 事 名 ２１．清流緑地整備工事その２ 

(2) 工事場所 千歳市清流 4丁目、7丁目 

(3) 工  期 契約締結日から平成 22 年 12 月 10 日まで 

(4) 工事概要 敷地造成工（掘削盛土工 1式）、植栽工（高木 9本、中低木 554 本、種子吹

付 4926 ㎡）、園路広場工（ブロック舗装 129 ㎡、土系舗装 1358 ㎡）、サー

ビス施設工（水のみ場 1 基、ベンチ 7 基）、管理施設工（車止め 44 基、境

界柵 417ｍ）、建築施設組立設置工（四阿 1棟） 

 

２ 入札参加資格要件 

入札参加希望者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

(1) 千歳市内に本店を有し、平成２１・２２年度千歳市競争入札参加資格者名簿において、

造園工事の格付がＡ等級の者。 

(2) 平成１１年度以降に千歳市又は千歳市以外の官公庁が発注した、対象工事と同種又は

類似の工事の元請（共同企業体にあっては構成員の場合を含む。）として施工実績を有す

る者とする。 

なお、同種若しくは類似工事については、次のとおりとする。 

・公園、緑地又は広場等の新設、増築又は改修工事 

(3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が２年

以上あること。 

(4) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る主任技術者(申請者と３か月以上の雇

用関係があること。)を工事現場に専任で配置できること。 

(5) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(6) 公告の日から入札執行日までの間に千歳市より指名停止を受けていないこと。 

(7) 当該工事に係る設計業務等の受託者（以下「受託者」という。）でないこと。 

(8) 受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額

の１００分の５０を超える出資をしている者でないこと。 

(9) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。 

(10) 次に掲げる一定の資本関係または人的関係にある者は、同一の入札に参加申請するこ

とができない。 

ア 資本関係 

(ｱ) 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会



社法第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある場合。 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

イ 人的関係 

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者。 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第

６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者。 

   

３ 入札参加申請 

(1) 入札参加申請は、公募型指名競争入札参加資格審査申請書(第 1号様式、以下「申請書」

という。)により申請すること。 

(2) 同種工事施工実績調書を提出すること。 

(3) 配置予定技術者経歴書及び雇用関係を確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）

を提出すること。 

(4) 申請書は、次のとおり受け付ける。 

   ・期間：平成２２年２月３日(水)から平成２２年２月１５日(月)まで 

       土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで 

   ・場所：千歳市東雲町２丁目３４番地（市役所本庁舎４階） 

       千歳市総務部契約管財課契約係 

 (5) 申請書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

  

４ 入札参加申請者の資格審査及び指名業者の選定 

  (1) 入札参加申請者の資格審査の結果、対象工事の入札参加者として指名する者に決定し

た場合は、後日、入札通知書により通知する。 

  (2) 入札参加資格要件を欠くこととなった者、申請書その他の書類に虚偽の記載をしたこ

とが明らかになった者は、対象工事の入札参加者として指名することはできない。 

  (3) 入札参加申請を行ったにもかかわらず、入札参加者として指名されなかった者は、市

長が指定する日までに、その理由について書面により説明を求めることができる。 

 

５ 入札の執行日及び場所 

  入札参加者に入札通知書により通知する。 

 

６ 設計図書等の閲覧 

入札通知書の通知日から入札執行日の前日まで、千歳市役所本庁舎４階閲覧室において

縦覧する。 

 



７ 入札方法等 

(1) 入札者は、入札書に必要事項を記入し、封筒に入れて提出しなければならない。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す

る額を加算した額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額)をもって落札決定とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。 

(3) 郵送又は電送による入札は認めない。 

(4) 入札回数は、１回とする。 

(5) 入札参加者が 1以下となったときは、当該入札を中止する。 

 

８ 低入札価格調査 

 (1) 当該入札においては、地方自治法施行令第１６７条の１０第１項の規定を適用し、調

査基準価格を設ける。 

 (2) (1)に定める調査基準価格を下回る入札が行われたときの手続きは、公共工事等低入札

価格調査制度取扱要領(平成１２年３月３１日千歳市長決裁) の規定によるものとする。 

 

９ 入札の無効 

本公告に示した入札参加に必要な資格のない者、千歳市契約規則第１２条及び建設工事

競争入札心得第７条に示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 

10 その他 

(1) 入札参加者は、千歳市契約規則、建設工事競争入札心得、その他関係法令等を遵守す

ること。 

(2) 千歳市建設工事競争入札参加資格者名簿の総合点については、千歳市役所本庁舎４階

閲覧室又は千歳市ホームページにおける閲覧とする。 

(3) この工事が特定住宅瑕疵担保履行の確保に関する法律（平成 19 年法律第 66 号）の適

用を受ける工事である場合は、資力確保措置のための費用（保険料相当額）を含めて見

積った上で、入札を行うこと。また、請負人は、保険加入若しくは保証金供託により資

力確保措置を講じ、その内容を発注者（千歳市）に書面で報告する義務がある。 

(4) その他詳細不明な点については、次に照会のこと。 

   千歳市東雲町２丁目３４番地（市役所本庁舎４階） 

    千歳市総務部契約管財課契約係 

     TEL ０１２３－２４－３１３１ (内線２２６，３０９，３１０) 

         ０１２３－２４－０５３５ (直通) 


